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第１章 計画の策定にあたって 

 
 

 本県では、平成17年12月に、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的と

して、山梨県消費生活条例（平成17年条例第112号）を策定し、施策を推進してき

ました。 

 

 その後、本県の消費生活相談に占める60歳以上の割合が増加傾向にあり、相談内

容もスマートフォンなどの情報通信機器の普及による新たな消費者被害の発生な

どがみられたことから、消費者施策を総合的に推進するため、第1次山梨県消費者

基本計画（平成28～令和2年度）及び第2次山梨県消費者基本計画（令和3～7年度）

（以下、「第2次計画」という。）を策定しました。 

 

 第2次計画に基づき、どこに住んでいても質の高い支援・救済が受けられ、安全・

安心が確保される体制整備を進め、すべての市町村において消費生活相談窓口が設

置されました。 

 

 第2次計画が令和7年度で計画期間を終了することから、これまでの計画の達成状

況や、消費生活に与える社会状況の変化を踏まえ、第3次山梨県消費者基本計画を

策定することとしました。 

 

 

 

 この計画は、山梨県消費生活条例第8条の2の規定に基づき、県民の消費生活に関

する施策について計画的な推進を図るために策定する計画です。 

 

 消費者教育の推進に関する法律（平成 24 年法律第 61 号）（以下「消費者教育推

進法」という。）第 10 条に基づき、国の基本方針を踏まえて策定する「消費者教育

推進計画」として位置付けるものとします。 

 

 関連する山梨県の他の計画との整合も十分図りながら、効果的な計画推進を図り

ます。 

 

  

１ 計画策定の趣旨 

２ 計画の位置付け 
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 計画の計画期間は、2026（令和 8）年度から 2030（令和 12）年度までの 5 年間と

します。 

 

 なお、社会経済状況の変化等に対応し、必要に応じてこの計画を見直すこととし

ます。 

  

  

【関係法令等】 

○ 山梨県消費生活条例第8条の2 

   知事は、消費者施策の計画的な推進を図るため、消費者施策に関する基

本的な計画（消費者基本計画）を策定するものとする。 

  

○ 消費者教育推進法第10条第1項 

   都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教

育の推進に関する施策についての計画（都道府県消費者教育推進計画）を

定めるよう努めなければならない。 

【関連する他の計画】 

○ 第3次山梨県食の安全・安心推進計画（R4～R8） 

○ 第5次やまなし食育推進計画（R8～R12） 

○ 健康長寿やまなしプラン（R6～R8） 

○ やまなし障害児・障害者プラン2024（R6～R8） 

○ 健やか山梨21（第3次）（R6～R17） 

○ 山梨県地球温暖化対策実行計画（R5～R12） 

○ 山梨県プラスチックごみ等発生抑制計画（R7～R11） 

○ やまなし森林整備・林業成長産業化推進プラン（R2～R11） 

○ やまなし農業基本計画（R5～R8） 

○ やまなし水産振興計画（R5～R8） 

○ 山梨県教育振興基本計画（R6～R10） 

○ やまなし教員等育成指標（H30～） 

 

３ 計画の期間 
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第２章 消費者行政を取り巻く現状と課題 

 
 

（１）高齢化、在宅ひとり暮らし高齢者の増加 

 

 全国的に少子高齢化が進んでおり、本県においても同様の傾向が見られます。「令

和7年度高齢者福祉基礎調査」によると令和7年度の山梨県の高齢化率は、31.9％で

全国の高齢化率（29.3％）と比べると2.6ポイント高く、今後も全国より高齢化が早

く進むことが予測されています。（図表1） 

 

 

【図表１ 全国と山梨県の高齢化率の推移と見込み】 

 

出典：令和7年度高齢者福祉基礎調査概要 
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 夫婦共に65歳以上の高齢夫婦世帯は、令和7年度において県総世帯数の12.3％を

占めており、およそ8世帯に1世帯が高齢者夫婦世帯となっています。更に、65歳以

上の高齢者のうち26.7％が在宅ひとり暮らしとなっており、年々増加しています。

（図表2，3） 

 

【図表２ 高齢者夫婦世帯の県総世帯に対する割合の推移】 

 
出典：令和7年度高齢者福祉基礎調査概要 

 

 

【図表３ 在宅ひとり暮らし高齢者数の推移】 

 

出典：令和7年度高齢者福祉基礎調査概要 
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 山梨県警察本部によると、電話詐欺の認知件数及び被害額ともに増加しており、

さらに被害額は13年連続で1億円を超えています。（図表4） 

   

【図表４ 電話詐欺等の被害状況】 

 

出典：山梨県警察本部調べ 

 

（２）デジタル化の進展 

 

 情報通信技術の発達によりインターネットは急速に普及し、パソコン、スマート

フォン、タブレット型端末等の情報通信機器も発達しました。総務省の「令和6年

度通信利用動向調査」によるとインターネット利用状況は、13～19歳から60歳代ま

で90％以上を超えています。若者中心であったインターネット利用が、小さな子ど

もから高齢者まで幅広い世代に広まっています。（図表5） 

 

【図表５ 年齢階層別インターネットの利用状況（全国）】 
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 個人によるインターネット利用端末は、スマートフォンが74.4％となっており、

いつでも、どこでも手軽にアクセスできる状況になっています。（図表6） 

 

【図表６ 個人による端末別インターネット利用状況（全国）】 

 

出典：総務省「令和6年度通信利用動向調査」より作成  

 

 

 SNSの利用状況は、全ての年齢層で利用率が上昇しており、SNSはコミュニケーシ

ョンの手段として欠かせないツールとなっています。（図表7） 

 

【図表７ ソーシャルネットワーキングサービスの利用状況（全国）】 

 

出典：総務省「令和6年度通信利用動向調査」より作成  
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 コンピュータネットワークシステムを介して行われる商取引は、電子商取引と言

われ、ネット通販などの物販系分野、チケット販売や金融サービスなどのサービス

系分野、音楽・動画配信やオンラインゲーム等のデジタル系分野と３つに大きく分

かれます。経済産業省の「令和6年度電子商取引に関する市場調査」によると、国内

消費者向け電子商取引の市場規模は年々増加しており、2024（R6）年は、全体で26

兆1,225億円でした。（図表8，9） 

 

【図表８ 消費者向け電子商取引の市場規模の各分野の構成比率（全国）】 

 

出典：経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」より作成 

 

 

【図表９ 国内における消費者向け電子商取引の市場規模の推移】 

 
出典：経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」より作成  
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 電子商取引の物販系の市場規模は、令和 6 年度は 15 兆 2,194 億円で、そのうち

スマートフォン経由の市場規模は 9 兆 3,904 億円（61.7％）で、年々スマートフォ

ン経由の比率が高まっています。（図表 10） 

 

【図表１０ スマートフォン経由の市場規模の直近 5 年間の推移（全国）】 

出典：経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」より作成  
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また、県内の在留外国人の数は、2024年12月末現在、23,691人で、県人口に占め

る割合は3.0％となっており、年々増加しています。（図表11） 

外国人消費者への対応が求められるなか、本県では、やまなし外国人相談支援セ

ンターを設置し、県内での消費生活を含む生活における困りごと等についての相談

を受け付けています。 

 

【図表１１ 県内の在留外国人数と県人口に占める割合】 

 

出典：「やまなしの統計」及び「在留外国人統計」より作成  
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 SDGsの17の目標の中でも、「SDG12：つくる責任、つかう責任（持続可能な消費と
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 エシカル消費について、消費者庁が実施した「消費生活意識調査」によると、「言

葉と内容の両方を知っている」または「言葉は知っているが内容は知らない」と回

答した人の割合は27.1％でした。（図表12） 

 

【図表１２ エシカル消費の認知度（全国）】 

 
出典：消費者庁「令和７年度第２回消費生活意識調査」より作成 

  

  

（５）自然災害の激甚化・頻発化や感染症の流行 

 

 近年、全国各地で地震や豪雨等の大規模災害が発生しており、本県においても

大規模地震や富士山噴火等の災害発生が懸念されています。災害発生時には、被

災者の心理につけ込んだ保険金請求代行、自宅屋根や設備等の悪質な補修工事な

ど災害発生に便乗した悪質商法についての相談が報告されています。 

 

 災害発生時や感染症流行時等の緊急時において、不確かな情報に影響を受けた

消費行動への注意喚起や、便乗した悪質商法に関する注意喚起を行っていく必要

があります。 
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県・市町村の相談事例検討会の開催、消費生活センター設置市町村の人口カバー

率、全高校における「社会への扉」等を活用した実践的な消費者教育の実施率、食

品ロス削減推進応援団の登録件数（事業所）、消費者被害及び消費生活に関する情

報のWEBサイト、SNSによる発信件数の項目においては、一定の成果がみられました。 

一方で、消費生活相談員や消費者行政職員の研修参加率に向上がみられないなど、

依然として課題があります。 

 

 

 

目標を達成している項目（◎）：5項目 

順調に進捗している項目（○）：1項目 

進捗が遅れている項目（△）：4項目 

 

  

№ 基本方針 項　　　　　　　　　　　　　　目
計画策定時
R2年度末

R6年度 目　標 達成状況

1

○商品やサービスの
安全の確保

○消費者と事業者との
取引の適正化

県・市町村の相談事例検討会の開催 － ２回
毎年度

２回以上
◎

2 消費生活センター設置市町村の県内人口カバー率 60％ 94％ 90％以上 ◎

3 消費生活相談員の研修参加率 90％ 76％
毎年度
100％

△

4 消費者行政職員の研修参加率 34％ 37％
毎年度

80％以上
△

5
高齢者等の見守りネットワーク設置市町村の
県内人口カバー率

53％ 58％ 100％ △

6
全高校における「社会への扉」等を活用した
実践的な消費者教育の実施率

55％ 100％ 100％ ◎

7 出前講座実施市町村の割合 46％ 44％ 75％以上 △

8 学校給食における地場産物の使用割合（金額ベース） 35.5％ 65.2％ 72％以上 ○

9 食品ロス削減推進応援団の登録件数（事業所） － 444件 250件以上 ◎

10 ○消費生活情報の発信
消費者被害及び消費生活に関する情報のwebサイト、
SNSによる発信件数

70件 153件
毎年度

100件以上
◎

○消費者教育の推進

○消費者被害の
防止と救済

２ 「第２次山梨県消費者基本計画」の達成状況 
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 山梨県では、現在、山梨県県民生活センターと県内27すべての市町村で消費生活

相談窓口を設置しています。 

市町村全体の相談件数は、令和6年度は4,044件となっており、全相談件数に占め

る市町村における相談件数の割合は増加傾向にあります。（図表13） 

 

【図表１３ 県民生活センターと市町村の相談件数】 

 

出典：県民生活支援課調べ 

 

 県民生活センターにおける消費生活相談件数は、過去 10 年間で緩やかな減少傾

向となっています。近年は年間 3,500 件前後で推移しています。（図表 14） 

 

【図表１４ 県民生活センターの消費生活相談件数の推移】 

 

出典：県民生活センター業務概要より作成  

3,712 
3,493 

3,849 
3,625 

3,319 

3,694 

3,290 
3,551 

4,081 4,044 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

R2 R3 R4 R5 R6

件

県民生活センター 市町村（全体）

4,418 4,252 

4,807 4,643 

3,975 
3,712 

3,493 
3,849 

3,625 
3,319 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

件

３ 消費生活相談の状況  
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 令和 6 年度の年齢別の相談件数は、70 歳代以上（801 件）が最も多く、次いで

60 歳代（486 件）、50 歳代（472 件）の順となっています。50 歳代以上が全体の

71％を占めました。（図表 15） 

 

【図表１５ 令和6年度県民生活センターの消費生活相談年齢別件数】 

 
出典：県民生活センター業務概要より作成  

 

 令和6年度の商品・役務等別相談件数は、商品を特定できない商品一般に関する

相談が最も多くなりました。近年、化粧品に関する相談が増加しています。（図表

16） 

 

【図表１６ 令和6年度県民生活センターの商品・役務等別相談件数の状況】 

 

出典：県民生活センター業務概要より作成  

 

   ※１：商品を特定できない相談。身に覚えのない請求や注文していない商品が届いたなど 
   ※２：弁護士、PCや携帯電話の保証サポート、申請代行、占いなど 
   ※３：個人間のトラブル、売買契約のないものなど 
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 令和6年12月に実施した「消費生活に関する県政モニターアンケート調査」（以

下「県政モニター調査」という。）によると、消費生活上のトラブルに遭った際、

誰にも相談しなかった人の割合は24.2％でした。相談先は、家族・親族と販売店や

メーカーなどの相談窓口が24.2％と最も多く、続いて友人や知人が12.1％、市町村

の消費生活相談窓口及び県民生活センターが9.1％となっています。（図表17） 

 

【図表１７ トラブルにあった際の相談先】 

 
 

 

 県民生活センターの消費者相談を知っていたと回答した人は39.3%でした。また、

居住する市町村に、消費生活相談窓口が設置されていることを知っていたと回答し

た人は、21.8％に留まっています。（図表18，19） 

 

【図表 18 県民生活センターの認知度】 【図表 19 市町村の消費生活相談窓口の 

認知度】 
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さらに、「消費者ホットライン１８８（いやや）」を知っていると回答した人は、

23.0％に留まっています。（図表20） 

 

【図表２０ 消費者ホットライン１８８（いやや）の認知度】 

 
 

 

 「エシカル消費」に取り組んでいる内容は、「ごみの減量、食品ロス削減に配慮

して必要な量を購入する」が40.3％、「地産地消の商品・サービスを選択する」が

34.3％、「環境に配慮した商品・サービスを選択する」が32.0％でした。（図表21） 

 

【図表２１ 取り組んでいるエシカル消費】（複数回答） 
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（１）相談体制の充実と相談窓口周知の強化 

 

 デジタル化の進展や電子商取引の普及に伴い、新たな商品・サービスの登場や取

引形態の複雑化・多様化が進んでいます。特に、電子商取引は時間や場所の制約が

なく手軽に商品・サービスを入手でき、消費者の利便性や生活の質の向上に寄与し

ています。一方で、商品・サービスや取引・決済手段の選択肢の過多等により、誰

でも消費者トラブルに遭う可能性が高くなっています。 

 

 今後、デジタル化やAIの進展に伴い、様々な消費者トラブルの発生が予想され、

こうした相談に迅速かつ的確に対応していくためには、消費生活相談員等の資質向

上の推進が重要となります。 

 

 このため、県民生活センターと市町村の消費生活センター及び相談窓口との情報

共有や連携、及び法律の専門家や福祉の専門機関との連携を深めていくとともに、

消費生活相談員及び消費者行政職員の研修機会を確保し、相談体制を充実させる必

要があります。 

 

 また、これまでの取組により、全ての市町村に消費生活相談窓口が設置されまし

たが、消費者ホットライン１８８（いやや）を含め相談窓口がまだ多くの消費者に

知られていない状況です。消費者トラブルにあったときは真っ先に消費生活相談窓

口に相談するという意識を持つ消費者を増加させるため、相談窓口の周知を強化し、

認知度向上を図る必要があります。 

 

 

（２）配慮を要する消費者の安全確保 

 

 子どもから高齢者まで幅広い世代においてインターネットやスマートフォン、

SNSの利用が増加し、消費者トラブルに遭うリスクが高まっています。また、災害時

等には被災者心理につけ込んだ悪質商法の被害が発生することが懸念されます。 

 

在宅ひとり暮らしの高齢者や高齢夫婦のみの世帯の割合が年々増加しているな

か、特にこうした高齢者世帯には情報が届きにくく、消費者トラブルに巻き込まれ

ても相談することができず、被害の増加や深刻化を招くことが懸念されます。 

  

５ 今後取り組むべき課題  
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 相談にたどり着かず被害が埋もれるおそれのある配慮を要する消費者は、その背

後に抱えている福祉ニーズや生活上の困難等への対応につなげていくことが必要

な場合があります。 

 

 このため、高齢者等本人や家族に対しての注意喚起や啓発等に加え、消費者行政

部局のみならず、福祉・教育・防災など様々な立場の人が地域全体で連携して高齢

者等を見守るネットワークづくりが重要となります。 

  

 

（３）全ての世代における消費者教育の推進 

 

 デジタル化の進展に伴うスマートフォン・SNS の利用拡大や海外事業者との取引

の増加、災害等の緊急事態に乗じた悪質商法の発生等により全ての消費者が消費者

トラブルに巻き込まれる可能性があります。消費者被害を未然に防止できる自立し

た消費者を育成するため、消費生活に関する知識を適切な行動に結びつける力を身

に付ける必要があります。 

 

 そのため、幼児期から高齢期までライフステージに応じた法教育、金融経済教育、

情報教育等の消費者教育の推進が必要となります。 
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第３章 消費者施策の基本方針と展開 

 
 

 本計画は、本県における消費者施策を総合的・計画的に推進するため、「商品や

サービスの安全の確保」、「消費者と事業者との取引の適正化」、「消費者被害の

防止と救済」、「消費者教育の充実」、「消費生活情報の発信」の５つを基本方針

として各種施策を展開します。 

 

 

 

 施策の推進にあたっては、３つの重点施策を定め、優先的に取り組みます。 

 

重点施策１  相談体制の充実と相談窓口周知の強化 

 複雑化・多様化する消費者トラブルに適切に対応するため消費生

活相談員の資質向上を推進し、質の高い支援や救済が受けられるよ

う相談体制の充実を図ります。また、消費者ホットライン１８８

（いやや）を含めた消費生活相談窓口等の周知を図ります。 

 

重点施策２  高齢者等の見守り活動の充実 

        深刻化する高齢者等の消費者被害を防止するため、地域の実情に

応じて高齢者等見守りネットワーク等の新規構築をさらに進めると

ともに、既存ネットワークの見守り活動の充実と活性化を図りま

す。 

 

重点施策３  消費者教育の推進 

 消費者被害を未然に防止できる自立した消費者を育成するため、

幼児期から高齢期までライフステージに応じた法教育、金融経済教

育、情報教育等の消費者教育を推進します。 

  

１ 計画の体系 

２ 重点施策 



 

19 

 

 

基本方針１ 商品やサービスの安全の確保 

 
 

（１）事業者に対する適正な監視・指導・検査 

 

 
ア．乳児用ベッドや家庭用圧力鍋等による事故を未然に防止するため、消費生活用製品

安全法に基づく販売店への立入検査・指導 
（県民生活支援課） 

 
イ．電気製品による火災事故等の発生を未然に防止するため、電気用品安全法に基づく

販売店への立入検査・指導 
（消防保安課） 

 
ウ．ガスによる重大事故を未然に防止するため、ガス事業法及び液化石油ガス法に基づ

く機器販売店への立入検査・指導 
（消防保安課） 

 
エ．医薬品等の安全性を確保するため、医薬品・医療機器等法に基づく薬局及び医薬品販

売施設等への指導 
（衛生薬務課） 

 
オ．生活衛生を確保するため、生活衛生関係法令に基づく生活衛生施設の監視・指導 

（衛生薬務課） 
 

カ．水質の確保を図るため、水道法に基づく水道施設等の監視・指導 
（衛生薬務課） 

 
キ．遊具の安全性を確保するため、都市公園法に基づく遊具の点検を実施 

（景観まちづくり室） 

  

３ 施策の展開 

県民の安全・安心な消費生活を確保するため、各種法令等に基づく監視・指

導を実施するとともに、関係機関と連携し消費者の生命、身体又は財産に関す

る消費者事故や製品のリコール情報、食品の安全性に関する情報等を迅速に提

供します。 

また、災害や感染症流行時の生活関連物資の安定供給を確保するための対策

を講じ、消費者の不安を軽減するため適切な情報発信を行います 

消費生活用製品、電気製品、医薬品、水道水等の安全性を確保するため、事

業者に対して適正な監視・指導・検査を実施します。 
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（２）消費者事故の調査・公表 

 

 
ア．消費者事故の拡大を防ぐため、消費者安全法に基づく消費者庁からの重大事故情報

やリコール情報の周知、必要に応じ国への立入検査の実施要請 
（県民生活支援課） 

 
イ．消費者の事故防止のため、消費生活用製品の事故に関する注意事項の消費者への情

報提供 
（県民生活支援課） 

 
ウ．子どもの事故防止のため、事例等の情報発信及び啓発 

（県民生活支援課） 
 
エ．商品の欠陥等による消費者事故を防止するため、商品テストの実施 

（県民生活センター） 
 
オ．予防可能な子どもの死亡を減らすため、専門家等による、18歳未満の子どもの死亡事

例の検証 
（子育て・次世代サポート課） 

 

 

（３）災害や感染症流行時の生活関連物資の安定供給・価格の安定化に向けた取組 

 

 
ア．災害や感染症流行時の買い占めや売り惜しみを抑制するため、指定物資の価格等調

査、事業者への勧告、県民への情報提供 
（県民生活支援課） 

 
イ．災害や感染症流行時の不安を解消するため、生活関連物資の情報収集 

（県民生活支援課） 
 
ウ．災害時における生活必需物資の調達協定に基づく物資の供給 

（県民生活支援課、防災危機管理課、産業政策課） 
 
エ．商店や商店街等が地域と連携して行う買い物弱者対策のための取組への支援 

（産業政策課） 

  

消費者安全法に基づく消費者事故防止情報を収集し国へ報告するとともに、

事故原因に関する情報収集のため、商品テストを実施します。また、子どもの

死亡事故防止のため、死亡事例の検証等を行います。 

県民への生活関連物資の安定供給を確保するため、価格の動向や需給状況を

監視するとともに、災害や感染症流行時における物資の調達・供給について、

関係部局と連携して対策を講じます。 
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（４）食の安全・安心の確保 

 

 
ア．食品の安全性に関する相談を受けるため、食品安全110番の設置 

（県民生活支援課） 
 
イ．県民に対する食の安全・安心等について積極的な情報提供 

（県民生活支援課） 
 
ウ．食育や食の安全・安心等についての意見交換会や情報提供等を通じて、県民の意見聴

取や関係団体の取り組みを促進 
（県民生活支援課） 

 
エ．米トレーサビリティ法に基づく生産者、事業者等への指導・立入検査 

（県民生活支援課） 
 

オ．食品衛生法に基づく施設の監視・指導及び同法に基づく食品等の規格基準の適合に
関する収去検査 

（衛生薬務課） 
 
カ．残留有害物質モニタリング検査 

（衛生薬務課） 
 
キ．食用に供する食肉、食鳥肉について検査・監視・指導 

（衛生薬務課） 
 
ク．BSE特措法に基づく牛のBSE検査 

（衛生薬務課、畜産課） 
 
ケ．牛トレーサビリティ法に基づく畜産農家への指導・立入検査 

（畜産課） 
 
コ．HACCP（食品の製造工程衛生管理）方式等に関する情報の提供、指導・助言を用いた

生産衛生管理モデルを推進するための実態調査やデータの収集を実施 
（畜産課） 

 
サ．飼料安全法に基づく飼料の適正使用の推進 

（畜産課） 
 
シ．県産農林産物等と流通食品の放射性物質検査 

（自然共生推進課、林業振興課） 
 
ス．やまなしGAP（農業生産工程管理）及び国際基準GAPの導入支援 

（農業技術課） 
 
セ．農薬の適正使用と飛散防止対策等の普及・指導 

（農業技術課） 

  

生産から販売までの各段階における食品の安全性に向けた法令遵守の徹底、

的確な監視・指導や食品に関する正確な情報提供の推進、食品による健康への

悪影響の未然防止に向けた体制整備を行います。 
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ソ．農薬管理指導士、農薬適正使用アドバイザーの認定 

（農業技術課） 
 
タ．持続的養殖生産確保法に基づく養殖衛生管理の指導等 

（食糧花き水産課） 
 
チ．学校給食用食材の安全・衛生を確保するため、学校給食衛生管理基準に基づく学校給

食の食材検査 
（保健体育課） 

 
ツ．衛生管理知識を共有し、実践力を高めるため、栄養教諭・栄養職員等研修会、栄養衛

生管理講習会等を実施 
（保健体育課） 

 
テ．学校給食の衛生管理の充実や安全性を確保するため、学校給食の衛生管理に関する

調査研究 
（保健体育課） 
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基本方針２ 消費者と事業者との取引の適正化 

 
 

（１）表示等の適正化の推進 

 

 
ア．家庭用品の品質表示の適正化を図るため、家庭用品品質表示法に基づく販売店への

立入検査 
（県民生活支援課） 

 
イ．食品表示ウォッチャーによる食品表示のモニタリング 

（県民生活支援課） 
 
ウ．家電製品の表示の適正化を図るため、家電販売団体等と協働し、家電販売の適正表示

調査 
（県民生活支援課、県民生活センター） 

 
エ．消費者の適切な選択機会を確保するため、景品表示法に基づく事業者への指導・措置

命令 
（県民生活支援課、県民生活センター） 

 
オ．食品表示の適正化を図るため、食品表示合同調査の実施 

（県民生活支援課、衛生薬務課） 
 
カ．有害物質を含有する家庭用品による健康被害を防止するため、有害物質含有家庭用

品規制法に基づく販売規制・回収命令・立入検査 
（衛生薬務課） 

 
キ．食品等の内容量表示の適正化を図るため、計量法に基づく表示を行う者への適正表

示の指導、対象商品を製造及び販売する事業所等への立入検査 
（計量検定所） 

 

  

 安全・安心な消費生活には、消費者と事業者の間の適正な取引の実現が不可欠

です。悪質商法の手口は、日々、複雑化・巧妙化しており、消費者トラブルも多

様化しています。悪質な事業者に対しては、関係機関と連携して情報を入手し、

法令や条例に基づき適正な指導・監督を行います。 

また、消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料は、正確かつ

適正な表示や規格などです。事業者による正確かつ適正な表示等が行われるよ

う監視・指導を実施します。 

商品やサービスの質の確保や、消費者の自主的・合理的な選択機会を確保する

ため、商品やサービスの表示・計量・規格についての監視・指導・検査を実施し

ます。 



 

24 

 

（２）消費者契約の適正化の推進 

 

 
ア．前払式特定取引等における契約の適正化を図るため、割賦販売法に基づく事業者へ

の立入検査等 
（県民生活支援課） 

 
イ．特定商取引法及び消費生活条例に基づく悪質事業者への指導・行政処分 

（県民生活支援課、県民生活センター） 
 

ウ．貸金業法に基づく貸金業者の検査・監督 
（産業振興課） 

 
エ．旅行契約の適正化を図るため、旅行業法に基づく事業者への立入検査 

（観光政策グループ） 
 

オ．宅地建物取引の適正化を図るため、宅地建物取引業法に基づく事業者への指導・監督 
（建築住宅課） 

 
カ．関係法令に基づくヤミ金融、悪質商法等の生活経済事犯の取締 

（県警本部保安課） 
 

キ．取締を強化するため、関係機関等との情報共有 
（県民生活センター、県警本部保安課） 

  

不当な取引が行われないよう、各種法令等に基づき事業者に対する適正な指

導・監督・立入検査等を実施します。また、関係機関と情報共有します。 
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基本方針３ 消費者被害の防止と救済 

 

 

（１）見守り体制の構築及び見守り活動の促進 

 

 
ア．市町村が設置する消費者安全確保地域協議会の円滑な運営と相互連携を図るため、

山梨県消費者安全確保推進会議の設置 
（県民生活支援課） 

 
イ．「見守りネットワーク」の活動を支援するため、消費者事故や消費者被害、見守り体

制の重要性等に関する情報の提供 
（県民生活支援課、県民生活センター） 

 
ウ．高齢者・障害のある人等を社会全体で見守るため、消費者団体や介護サービス事業者

等への見守り活動の啓発 
（県民生活支援課、県民生活センター、障害福祉課） 

 
エ．高齢者や障害のある人等が地域において自立した生活が送れるよう、日常的な金銭

管理や福祉サービスの利用援助、見守りなどの支援 
（福祉保健総務課） 

 
オ．成年後見制度の普及・啓発及び日常生活自立支援の活用を推進 

（健康長寿推進課） 

 

 

（２）消費者トラブルに関する情報発信 

 

 
ア．消費生活情報誌「かいじ号」の発行     （県民生活支援課、県民生活センター） 

 デジタル化の進展や経済のグローバル化に伴う新たな商品・サービスの登場

と複雑化した取引形態による消費者トラブルに対応するため、県民により身近

な市町村等と連携し相談体制の充実を図ります。 

 また、市町村における、消費者トラブルの被害者となりやすい高齢者を見守る

ネットワークづくりを支援するとともに、その見守り活動を充実させ、高齢者の

消費者被害を防止します。 

高齢者や障害のある人等、消費者被害に遭いやすい人の見守り活動を行う「消

費者安全確保地域協議会（高齢者等の見守りネットワークを含む）」を構築する

とともに関係機関との円滑な運営を支援します。 

日々変化する消費者トラブルを未然に防止するため、被害やトラブルの現状を

情報提供するとともに、県民の注意を促すため啓発活動を実施します。 



 

26 

 

イ．消費者被害防止動画の放映 
（県民生活支援課、県民生活センター） 

 
ウ．消費者被害を防止するため、チラシ、パンフレット等による作成・啓発 

（県民生活支援課、県民生活センター） 
 
エ．関係機関が連携し犯罪防止のための活動や環境整備を促進するための安全・安心ま

ちづくり推進会議の実施 
（県民生活支援課） 

 
オ．安全・安心に関する情報を提供するため、情報コーナーの設置 

（県民生活センター） 
 
カ．弁護士による無料法律相談の実施 

（県民生活センター） 
 

キ．被害防止、トラブルの現状を周知するための情報の提供 
（県民生活支援課、県民生活センター、県警本部生活安全企画課） 

 
ク．防犯講話における注意喚起の実施 

（県警本部生活安全企画課） 
 
ケ．電話詐欺等の被害防止のため、関係機関と連携した広報啓発活動の推進 

（県警本部生活安全企画課） 
 

 

（３）県内適格消費者団体や消費者団体との連携と紛争処理 

 

 
ア．消費者団体や事業者団体との連携による消費者被害の防止に関する講座やセミナー

の開催 
（県民生活支援課） 

 
イ．適格消費者団体との連携 

（県民生活支援課） 
 
ウ．消費者訴訟に係る訴訟費用の貸付、必要資料の提供 

（県民生活支援課） 
 
エ．消費者団体や事業者団体等との意見交換や情報提供 

（県民生活支援課、県民生活センター） 
 

オ．消費生活紛争処理委員会、建設工事紛争審査会によるあっせん・調停 
（県民生活支援課、建設業対策室） 

 

  

県内の適格消費者団体、消費者団体、事業者団体、NPO法人等の関係機関と連携

し、県民の消費生活の安定や向上を図るとともに、消費生活紛争処理委員会等に

よるあっせん、調停などを通して、消費者問題の早期解決を図ります。 
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（４）県と市町村の連携による相談体制の充実 

 

 
ア．消費者や市町村に対する消費者トラブルやリコール等に関する情報提供 

（県民生活支援課） 
 
イ．消費生活センター設置等にかかる市町村支援 

（県民生活支援課） 
 
ウ．県と市町村の消費生活相談窓口及び消費者ホットライン（１８８）の周知を図るた

め、県HP、情報誌等を活用した広報の実施 
（県民生活支援課、県民生活センター） 

 
エ．消費者被害の防止と救済のため、地域で活動する消費生活協力員の委嘱 

（県民生活支援課） 
 

オ．消費者被害の防止と救済のため、地域で活動する消費生活協力員の研修の実施 
（県民生活センター） 

 
カ．県内のいずれの相談窓口においても迅速な助言・あっせんが実施できるよう市町村

相談窓口のサポート 
（県民生活センター） 

 
キ．県及び市町村消費生活相談員等による相談事例検討会の開催 

（県民生活センター） 
 

ク．消費生活相談員の資質向上や市町村行政職員の消費者問題対応能力向上のため、研
修等の実施 

（県民生活センター） 
 

ケ．新ＰＩＯ－ＮＥＴ（全国消費生活情報ネットワークシステム）を活用した消費者トラ
ブル等の分析・情報提供 

（県民生活センター） 
 

コ．県指定消費生活相談員等による市町村の相談対応への助言・指導 
（県民生活センター） 

 
サ．インターネットからの相談受付 

（県民生活センター） 
 
シ．やまなし外国人相談支援センターにおける県内在留外国人のための相談の実施 

（男女共同参画・多様性推進課） 
 

ス．関係機関と連携した警察安全相談の実施 
（県警本部総務課） 

 

  

どこに住んでいても質の高い支援・救済を受けられる相談体制を拡充するため、

県と市町村相談窓口等の連携強化と情報共有等を進め、消費者被害の解決及び拡

大防止を図ります。 
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（５）多重債務問題の解決に向けた支援 

 

 

ア．関係機関・団体との連携による債務問題の解決に向けた支援 

（県民生活支援課） 

 

イ．弁護士、司法書士による多重債務無料相談の実施 

（県民生活支援課） 

 

ウ．心の健康（ケア）に関する相談の実施 

（健康増進課） 

 

エ．多重債務の原因となる依存症に関する支援体制の強化 

（健康増進課） 

 

オ．貸金業法に基づく貸金業者の検査・監督（再掲） 

（産業振興課） 

 

カ．ヤミ金融業者の取締の強化 

（県警本部保安課） 

 

  

専門家による相談、悪質事業者の取り締まりなど、関係機関と連携し、社会問題

化している多重債務者への対策を推進します。 
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基本方針４ 消費者教育の充実 

 

 

（１）幼児期から高齢期までのライフステージや、学校や地域など場の特性に応じ

た体系的な消費者教育の推進 

 

 
ア．消費者団体や事業者団体との連携による消費者被害の防止に関する講座やセミナー

の開催（再掲） 
（県民生活支援課） 

 
イ．「食」に関する知識の習得、食育推進ボランティアの周知及び参加促進を図るため、

講義を実施 
（県民生活支援課） 

 
ウ．金融に関する知識・判断力の向上のため、山梨県金融広報委員会、甲府財務事務所と

連携した金融経済教育の推進 
（県民生活支援課） 

 
エ．消費者被害の防止と救済のため、地域で活動する消費生活協力員の委嘱（再掲） 

（県民生活支援課） 
 
オ．消費者被害の防止と救済のため、地域で活動する消費生活協力員の研修の実施（再

掲） 
（県民生活センター） 

消費者教育は、「消費者教育推進法」において、「消費者の自立を支援する

ために行われる消費生活に関する教育及びこれに準ずる啓発活動」であると同

時に、「消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性につ

いて理解及び関心を深める教育」であると定義されており、消費者教育の推進

を国と地方自治体に義務付けています。 

 県民が消費者トラブルから自己防衛するための必要な知識を得られるよう

な取組を実施することで、被害に遭わず、自主的かつ合理的な意思決定ができ

る、自立した消費者を育成します。 

 さらに、県民がそれぞれの特性や消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、

自身の消費生活に関する行動が、現在及び将来の世代にわたって内外の社会

経済情勢や地球環境にまで影響を及ぼすことを自覚し、公正で持続可能な社

会の形成に積極的に参画できるような消費者を育成する消費者教育を推進し

ます。 

消費者教育は生涯を通じて、学校、地域、家庭、職域等の様々な場面で受けら

れることが重要であるため、ライフステージに応じた情報の提供や出前講座の開

催など体系的な取組を推進します。 
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カ．ライフステージに応じた啓発リーフレット等の作成・活用 

（県民生活センター） 
 

キ．ライフステージに応じた出前講座（児童生徒講座、若者講座、高齢者講座、一般成人
講座、見守り関係者講座、教職員講座）の活用促進 

（県民生活センター） 
 
ク．消費生活相談員の資質向上や市町村行政職員の消費者問題対応能力向上のため、研

修等の実施（再掲） 
（県民生活センター） 

 
ケ．学習指導要領に基づく小・中・高等学校の授業における出前講座活用の推進 

（県民生活センター） 
 
コ．小・中・高等学校向け消費者教育教材のHP掲載と教職員の活用に向けた支援 

（県民生活センター） 
 
サ．教職員が消費者教育を実施するための出前講座の実施 

（県民生活センター） 
 

シ．大学等と連携した健康に配慮したレシピ等の普及、県民健康公開講座の開催等 
（健康増進課） 

 
ス．消費者教育を推進するため、「キャンパスネットやまなし」「やまなしまなびネット」

による学習情報の提供 
（まなび支援課） 

 
セ．児童生徒の健全な金銭観を育むため、金融・金銭教育研究校による金融教育の実践、

講演会・公開授業の実施 
（まなび支援課、義務教育課、高校教育課） 

 
ソ．金融に関する知識・判断力の向上のため、消費者教育講座、巣立ち教室などの山梨県

金融広報委員会と連携した金融教育に係る授業の実施 
（まなび支援課、高校教育課） 

 
タ．消費者教育実践授業の他校における活用を図るため、授業実践例のＨＰへの掲載 

（高校教育課） 
 
チ．ことぶき勧学院における消費生活講座の実施 

（社会教育課） 
 
ツ．健全な食生活の実現と心身の成長を図り、生涯を通じて健康で心豊かな食生活を営

むため、児童生徒及び保護者に対する啓発活動の実施 
（保健体育課） 

 
テ．望ましい生活習慣や食習慣を身につけさせるため、学校における食育推進事業の実

施 
（保健体育課） 

 
ト．生徒に対する「消費者教育」を行う家庭科教諭等の意識向上を図り、教育活動を推進 

（総合教育センター） 
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（２）自立した消費者及び消費者市民社会の形成に参画する消費者の育成 

 

 
ア．SDGsを達成するための消費者市民社会の理解の促進など、消費者教育の普及・啓発 

（県民生活センター） 
 
イ．学習指導要領に基づく小・中・高等学校の授業における出前講座活用の推進（再掲） 

（県民生活センター） 
 
ウ．自立した消費者としての基礎を培うため、学習指導要領に基づく消費者教育の実施 

（まなび支援課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育・児童生徒支援課） 
 

エ．国際理解への関心を高めるため、学習指導要領に基づく国際理解教育の実施 
（義務教育課、高校教育課） 

 
オ．ことぶき勧学院における消費生活講座の実施（再掲） 

（社会教育課） 

 

 

（３）誤情報や風評被害に惑わされない適切な消費行動の普及啓発 

 

 
ア．誹謗中傷防止のための啓発活動の実施 

（県民生活支援課） 
 
イ．司法の基本的な考え方を実生活と結びつけて理解し、身につけるため、学習指導要領

に基づく法教育の実施 
（まなび支援課、義務教育課） 

 
ウ．消費者主権と責務、消費者行政などをテーマに、討論・発表等を通して、消費者教育

を実施 
（高校教育課） 

 
 

（４）エシカル消費の普及啓発及び事業者との連携 

 

  

学習指導要領に基づく消費者教育やことぶき勧学院での消費生活講座の実施に

より自ら考え行動できる「自立した消費者」の育成を図るとともに、研修会等の

実施により「消費者市民社会」の形成に参画する消費者の育成を目指します。 

消費者が誤った情報などに惑わされず、正しい知識を持ち自ら選択していくこ

とができるように啓発活動等を行います。 

人や環境・社会・地域に配慮した消費のPR活動を通して、エシカル消費の普及

啓発を図ります。地域に配慮した消費行動として地産地消や郷土の食文化の継承

を推進します。 
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ア．エシカル消費に関する啓発活動 
(県民生活センター) 

 
イ．事業者と消費者が共創・協働し、持続可能な社会の実現をするため、消費者志向経営

の推進 
（県民生活センター） 

 
ウ．郷土料理を活用した食文化の継承を推進するため、食生活改善推進員連絡協議会等

関係団体との連携による食に関するイベント等の実施 
（健康増進課） 

 
エ．乳幼児期にふさわしい食生活の実践を推進するとともに、家庭での地産地消を推進

するため、保育所等における地産地消に係る食育の推進 
（子育て・次世代サポート課） 

 
オ．様々なイベントを通じて地産地消のPR活動を推進 

（林業振興課、農政総務課、畜産課） 
 
カ．県内農産物直売所・飲食店等の利用拡大による地産地消の推進 

（販売・輸出支援課） 
 

キ．高校生を対象とした農業体験研修事業の実施 
（農業技術課） 

 
ク．児童生徒に地域の自然・文化・産業などへの理解を深め、生産者の努力や食への感謝

の気持ちを育むため、地域の農業生産者等と協力して、学校給食における地産地消
を推進 

（保健体育課） 
 
 

（５）食育の推進、食品ロスの削減や環境保全に関する理解の促進 

 

 
ア．食品ロス削減に対する認識をより高め、消費行動を改善するため、食品ロス削減のた

めの啓発 
（県民生活支援課） 

 
イ．食品ロス削減に取り組む食品関連事業者への支援 

（県民生活支援課） 
 
ウ．食品ロスに関する周知啓発や削減の取組を行う「食品ロス削減推進サポーター」の養

成を推進 
（県民生活支援課） 

 
エ．環境に与える消費活動の影響を自覚する消費者を育成するため、環境学習指導者（や

まなしエコティーチャー）を派遣 
（自然共生推進課） 

 
オ．地球環境や循環型社会に関する理解を深めるため、「環境情報館・やまなし環境学習

プログラム」のHPへの掲載、環境ライブラリー事業による情報発信 
（自然共生推進課） 

持続可能な社会の形成に貢献するために、食育や食品ロスの削減、環境保全に

関する取組を実施し、消費者と事業者の理解の促進を図ります。 
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カ．温暖化対策として、県民一人ひとりが環境に配慮した生活（エコライフ）に取り組め
るよう、普及啓発を推進 

（地域エネルギー推進課） 
 

キ．地域資源(未利用含む）の活用促進、産地と多様な事業者の連携促進 
（果樹・６次産業振興課） 

 
ク．海洋汚染の原因となっているプラスチックごみ等の発生を抑制するため、プラスチ

ック製品と賢く付き合う取り組みを推進 
（環境整備課） 

 
ケ．家庭科おいて、食育を通して健康・文化・環境への理解と実践力を育てる授業を実施。

また、食品ロス削減に向けた実践的な授業の実施 
（高校教育課） 

 
コ．自然環境やごみの減量等について考える機会を提供するため、フロンティア・アドベ

ンチャーやまなし少年海洋道中の実施 
（社会教育課） 
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基本方針５ 消費生活情報の発信 

 

 

（１）デジタルツールを活用した情報発信 

 

 
ア．子どもの事故防止のため、事例などの情報発信及び啓発（再掲） 

（県民生活支援課） 
 

イ．県民に対して食の安全・安心等について積極的な情報提供（再掲） 
（県民生活支援課） 

 
ウ．消費生活に関する情報のSNS等による迅速な発信 

（県民生活センター） 
 
エ．学びの場の特性に応じた消費者教育が実施できるよう、消費者教育ポータルサイト

（消費者庁）の紹介・活用促進 
（県民生活支援課、まなび支援課） 

 
オ．サイバー犯罪のパトロール、警告及び情報発信 

（県警サイバー犯罪対策課） 
 
 

（２）学校や地域での消費生活情報の活用に向けた周知活動 

 

 
ア．小・中・高等学校向け消費者教育教材のHP掲載と教職員の活用に向けた支援（再掲） 

（県民生活センター） 

  

消費者が自主的かつ合理的に行動し、消費者被害を未然に防止するためには

消費生活に関する正しい知識を習得することと併せて、正しい情報を入手する

ことが重要です。 

 近年、インターネットやSNSの普及により消費者は様々な情報を入手するこ

とが簡単にできるようになりましたが、一方で誤った情報による新たな消費者

トラブルも発生しています。また、誤情報の流布による誤った消費行動も問題

となっています。消費者が正しい情報を入手し、自らが考え行動する消費者と

なるため、迅速かつ積極的に消費生活情報を発信します。 

消費者被害を防止するため、ホームページやSNS等のデジタルツールを活用

し、注意喚起情報や消費者教育情報を発信します。 

学校や地域等の身近なグループにおける消費者情報の活用を促進します。 
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イ．学びの場の特性に応じた消費者教育が実施できるよう、消費者教育ポータルサイト

（消費者庁）の紹介・活用促進（再掲） 
（県民生活支援課、まなび支援課） 

 
ウ．幼児期における消費者教育を推進するため、保護者や保育士に向けて子育てネット

を活用した啓発の実施 
（子育て・次世代サポート課） 

 
 

（３）市町村と連携した相談機関等の積極的な周知・広報 

 

 

ア．啓発月間における県と市町村で連携した消費生活情報発信の強化 

（県民生活支援課、県民生活センター） 

 

イ．県と市町村の消費生活相談窓口及び消費者ホットライン（１８８）の周知を図るため、

県HP、情報誌等を活用した広報の実施（再掲） 

（県民生活支援課、県民生活センター） 

 
  

消費生活相談窓口の認知度を向上させるため、市町村と連携して消費生活相談

窓口の積極的な周知・広報を行います。 
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第4章 計画の推進 

 

 

総合的・計画的に消費者施策を推進するため、消費者、消費者団体、事業者団体、

教育関係者で構成する「山梨県消費生活審議会（山梨県消費者教育推進地域協議会）」

において、構成員間の情報交換・調整及び連携強化を図ります。 

また、庁内の消費生活関係課及び甲府財務事務所、山梨県金融広報委員会で構成す

る「消費者行政推進会議」において、消費者問題の解決に向けた検討や情報交換等を

行います。 

 

 

 

毎年度、消費者行政推進会議を開催し、基本計画に関する数値目標の進捗状況等に

ついて検証を行い、検証結果を消費生活審議会に報告します。また、基本計画の進捗

状況等については、県HPで公表します。 

なお、社会経済情勢など消費者を取り巻く環境の変化に対応するため、必要に応じ

て基本計画の見直しを行うとともに、消費生活審議会や県民、消費者団体等からの意

見や要望に基づき、新たな取組についての検討を行います。 

 

  

１ 推進体制 

２ 進行管理 
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No. 項目 
基準値 

(R6年度) 

目標値 

(R12年度) 

1 
食品表示合同調査による景品表示の調査実施

回数 
9回 

毎年度 

16回以上 

2 消費生活相談員の研修参加率 76％ 
毎年度 

100％ 

3 消費者行政職員の研修参加率 37％ 
毎年度 

80％以上 

4 

高齢者等の見守りネットワーク設置市町村数 

（消費者被害防止に取り組む高齢者等の見守

りネットワークの整備を含む） 

15市町村 27市町村 

5 
出前講座の実施市町村数 

（県民生活センターの出前講座を含む） 
21市町村 27市町村 

6 
学校給食における地場産物の使用割合（金額

ベース） 
65.2％ 72％以上 

7 
食品ロス削減推進サポーター養成講習会の受

講者数 
400人 

延べ 

600人以上 

8 
啓発月間※において、県と連携した啓発を行

った市町村数 
－ 27市町村 

9 県民生活センターの認知度 39.3％ 
60％以上 

（R11） 

10 消費者ホットライン１８８（いやや）の認知度 23％ 
40％以上 

（R11） 

 

 ※啓発月間とは、消費者月間（５月）、高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間 

（９月）、若者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間（１～３月）をいう 

  

３ 数値目標 
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参考資料 

 

 計画策定の経緯 

 山梨県消費生活条例 

 山梨県消費生活審議会（山梨県消費者教育推進地域協議会）委員名簿 

山梨県消費者行政推進会議設置要領 
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計画策定の経緯 

 

 

令和６（２０２４）年 

１２月     消費生活に関するアンケート調査（県政モニター） 

 

令和７（２０２５）年 

   ７月 ２８日 第１回山梨県消費者行政推進会議（計画構成案の協議）書面開催 

７月 ２８日 第１回山梨県消費生活審議会（計画構成案の審議） 

  １０月 ２０日 第２回山梨県消費生活審議会（計画概要案の審議） 

  １０月 ２３日 第２回山梨県消費者行政推進会議（計画概要案の検討）書面開催 

  １１月 ２０日 市町村担当者会議（計画概要案について） 

  １２月 １８日 第３回山梨県消費者行政推進会議（計画素案の協議）書面開催 

１２月 １８日 第３回山梨県消費生活審議会（計画素案の審議） 

 

令和８（２０２６）年 

    月   日 パブリックコメント（県民意見募集）の実施 

  ～ 月   日 

    月   日 計画策定・公表 
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山梨県消費生活条例 
 

目次 

第一章 総則（第一条―第八条の二） 

第二章 消費者の安全の確保（第九条―第十二条） 

第三章 表示の適正化等（第十三条―第十五条） 

第四章 不当な取引の防止（第十六条―第十八条） 

第五章 消費者被害の救済（第十九条―第二十五条） 

第六章 生活関連商品の需給の安定（第二十六条・第二十七条） 

第七章 啓発活動及び教育の推進等（第二十八条・第二十九条） 

第八章 知事に対する申出（第三十条） 

第九章 山梨県消費生活審議会（第三十一条） 

第十章 雑則（第三十二条―第三十六条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消

費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定

め、県及び事業者の責務等を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定め

ることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 消費者 個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。）

をいう。 

二 事業者 法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における

個人をいう。 

三 商品 消費者が消費生活を営む上において使用する物をいう。 

四 役務 消費者が消費生活を営む上において使用し、又は利用するもののうち、商品以外のもの

をいう。 

（基本理念） 

第三条 消費者の利益の擁護及び増進に関する施策（以下「消費者施策」という。）の推進は、県民

の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、次に掲げる

消費者の権利を尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に

行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。 

一 消費者の安全が確保される権利 

二 商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利 

三 必要な情報及び教育の機会を提供される権利 

四 消費者の意見が消費者施策に反映される権利 

五 被害が生じた場合に適切かつ迅速に救済される権利 

２ 消費者の自立の支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動

の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。 

３ 消費者施策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければ

ならない。 

４ 消費者施策の推進は、消費生活における国際化の進展に的確に対応することに配慮して行われな

ければならない。 



 

41 

 

５ 消費者施策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。 

（県の責務） 

第四条 県は、経済社会の発展に即応して、前条の基本理念にのっとり、消費者施策を策定し、及び

これを実施する責務を有する。 

２ 県は、市町村が行う消費者の利益の擁護及び増進に関する施策について、必要な情報の提供、技

術的助言その他の支援を行うものとする。 

（事業者の責務） 

第五条 事業者は、第三条の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる

責務を有する。 

一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。 

二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。 

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。 

四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該

苦情を適切に処理すること。 

五 県が実施する消費者施策に協力すること。 

２ 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品及び役務

について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消

費者の信頼を確保するよう努めなければならない。 

（事業者団体の責務） 

第六条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の

処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者

の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。 

（消費者の役割） 

第七条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収

集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。 

２ 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなけ

ればならない。 

（消費者団体の役割） 

第八条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓

発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上

を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。 

（消費者基本計画） 

第八条の二 知事は、消費者施策の計画的な推進を図るため、消費者施策に関する基本的な計画（以

下この条及び第三十一条第二項第一号において「消費者基本計画」という。）を策定するものとす

る。 

２ 消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 消費者施策を推進するための方針 

二 前号に掲げるもののほか、消費者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 知事は、消費者基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ県民の意見を反映させるために必

要な措置を講ずるものとする。 

４ 知事は、消費者基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。 

（平二七条例四七・追加） 

第二章 消費者の安全の確保 

（危険商品等の供給の禁止） 
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第九条 事業者は、通常有すべき安全性を欠いていることにより消費者の生命又は身体に危害を及ぼ

し、又は及ぼすおそれのある商品又は役務を供給してはならない。 

２ 事業者は、その供給する商品又は役務が消費者の生命又は身体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそ

れがあるときは、直ちにその旨を公表するとともに、その商品又は役務の供給の停止、その商品の

回収その他危害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 

（合理的な根拠を示す資料の提出） 

第十条 知事は、前条第一項に該当する商品又は役務か否かを判断するため必要があると認めるとき

は、その商品又は役務を供給する事業者に対し、期間を定めて、その商品又は役務が安全であるこ

との裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

（指導及び勧告） 

第十一条 知事は、事業者が第九条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その事

業者に対し、直ちにその旨を公表するとともに、その商品又は役務の供給の停止、その商品の回収

その他危害の防止のために必要な措置を講ずべきことを指導し、又は勧告することができる。 

（情報提供） 

第十二条 知事は、商品又は役務が通常有すべき安全性を欠いていることにより消費者の生命又は身

体について重大な危害を発生させ、又は発生させる急迫した危険がある場合において、その危害の

発生又は拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、生命又は身体に危害を発生させ、又

は発生させる危険がある内容、その商品又は役務の名称、その商品又は役務を供給する事業者の氏

名又は名称及び住所その他消費者の安全を確保するために必要な情報を消費者に提供するものとす

る。 

第三章 表示の適正化等 

（表示等の適正化） 

第十三条 事業者は、消費生活における安全を確保し、又は消費者と事業者との間の適正な取引を確

保するため、その提供する商品又は役務について、次に掲げる事項の推進に努めなければならない。 

一 消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤ることがないよう虚偽

又は誇大な広告その他の表示をしないこと。 

二 消費者が不利益を被ることがないよう適正に計量すること。 

三 品質の改善及び消費生活の合理化に寄与するよう適正な規格を定めること。 

（県の基準設定） 

第十四条 知事は、消費生活における安全を確保し、又は消費者と事業者との間の適正な取引を確保

するため、特に必要があると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、商品又は役務の

表示、計量及び規格について基準を定めることができる。 

２ 事業者は、商品又は役務を供給するに当たり、前項の規定による基準を遵守しなければならない。 

（指導及び勧告） 

第十五条 知事は、事業者が前条第二項の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、

同条第一項の規定による基準を遵守すべき旨を指導し、又は勧告することができる。 

第四章 不当な取引の防止 

（不当な取引行為の禁止） 

第十六条 知事は、事業者が消費者との間で行う取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為を

不当な取引行為として規則で定めることができる。 

一 消費者に対し、販売の意図を隠し、商品若しくは役務に関する重要な情報であって、事業者が

保有し、若しくは保有し得るものを提供せず、若しくは誤認を招く情報を提供し、又は将来にお

ける不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる

こと。 

二 消費者を威迫し、若しくは困惑させ、消費者の取引に関する知識若しくは判断力の不足に乗じ、
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又は消費者を不安な状態に陥らせ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

三 取引における信義則に背反し、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結

させること。 

四 消費者又はその関係人を欺き、威迫し、又は不当な手段により困惑させ、消費者又はその関係

人に契約（契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。）に基づく債務

の履行を迫り、又はその債務の履行をさせること。 

五 契約又は法令の規定に基づく債務の全部又は一部の履行を不当に拒否し、又は遅延させること。 

六 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若しくは

契約の無効の主張（以下この号において「申込みの撤回等」という。）を妨げ、又は申込みの撤

回等によって生ずる債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させること。 

七 商品又は役務の購入を条件又は原因として信用の供与をする契約又は保証を受託する契約（以

下この号において「与信契約等」という。）について、消費者の利益を不当に害することが明白

であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、若しくは締結させ、又は消費者の利益を不

当に害する方法で与信契約等に基づく債務の履行を迫り、若しくはその債務の履行をさせること。 

２ 事業者は、消費者と取引を行うに当たり、前項の規定により定められた不当な取引行為を行って

はならない。 

（指導及び勧告） 

第十七条 知事は、事業者が前条第二項の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、

不当な取引行為を改善すべきことを指導し、又は勧告することができる。 

（情報提供） 

第十八条 知事は、不当な取引行為により消費者に重大な被害が発生し、又は発生する急迫した危険

がある場合において、その被害の発生又は拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、そ

の不当な取引行為の内容、その不当な取引行為に係る事業者の氏名又は名称及び住所その他不当な

取引行為による被害を防止するために必要な情報を消費者に提供するものとする。 

第五章 消費者被害の救済 

（消費生活協力団体及び消費生活協力員） 

第十九条 知事は、消費者安全法（平成二十一年法律第五十号）第十一条の七第二項各号に掲げる活

動を行わせるため、同条第一項に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員を委嘱するものと

する。 

（平二七条例四七・全改、平二九条例一五・一部改正） 

（苦情等の処理） 

第二十条 知事は、消費者から消費生活に関する苦情又は相談の申出があったときは、速やかに、そ

の内容を調査し、助言、あっせんその他必要な措置を講ずるものとする。 

（消費生活に関する紛争処理） 

第二十一条 知事は、前条の苦情又は相談の申出があった場合において、その苦情又は相談が県民の

消費生活との関連性が高い商品又は役務についての事業者との民事上の紛争に係るもので、かつ、

その紛争の解決のために専門的又は技術的な判断が要求されるものであるときは、法令に特別の定

めがある場合を除き、規則で定めるところにより、山梨県消費生活紛争処理委員会のあっせん又は

調停に付することができる。 

（消費生活紛争処理委員会） 

第二十二条 前条のあっせん及び調停を行い、並びに事業者の提供する商品又は役務によって被害を

受けた消費者がその事業者を相手として提起する訴訟（民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第二

百七十五条に規定する和解及び民事調停法（昭和二十六年法律第二百二十二号）による調停を含む。

以下この章において「消費者訴訟」という。）の援助に関する事項を調査審議するため、知事の附

属機関として山梨県消費生活紛争処理委員会（以下この章において「委員会」という。）を設置す
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る。 

２ 委員会は、委員十五人以内で組織する。 

３ 委員は、消費生活の安定及び向上に関し専門的知識を有する者、消費者及び事業者のうちから知

事が委嘱し、又は任命する。 

４ 委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員会に会長を置く。 

６ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 

７ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

８ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。 

９ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って

定める。 

（事件の周知） 

第二十三条 知事は、同種の被害の防止及び救済を図るため必要があると認めるときは、委員会にお

けるあっせん又は調停の経過及び結果を明らかにするものとする。 

（訴訟に要する費用の貸付け等） 

第二十四条 知事は、消費者が消費者訴訟を提起する場合において、その消費者訴訟が次の各号に掲

げる要件のいずれをも満たすものであると認めるときは、その消費者に対し、規則で定めるところ

により、訴訟に要する費用に充てる資金の全部又は一部を貸し付けることができる。 

一 同種の被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがある商品又は役務に係るもの 

二 一件当たりの被害額が規則で定める額以下のもの 

三 委員会において援助することが適当であると認めるもの 

四 その他規則で定めるもの 

２ 知事は、消費者の被害の救済に資するため必要があると認めるときは、委員会の意見を聴いて、

消費者訴訟を提起する者に対し、その消費者訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助

を行うことができる。 

（貸付金の返還及び免除等） 

第二十五条 前条第一項の規定により貸し付ける資金（以下この条において「貸付金」という。）の

貸付けを受けた者は、消費者訴訟が終了したときは、規則で定める日までに貸付金を返還しなけれ

ばならない。 

２ 知事は、前項の規定にかかわらず、貸付金の貸付けを受けた者が死亡したときその他やむを得な

い事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、貸付金の全部又は一部の返還を免除す

ることができる。 

３ 知事は、第一項の規定にかかわらず、貸付金の貸付けを受けた者が災害、疾病その他やむを得な

い事情により貸付金を返還することが困難であると認めるときは、規則で定めるところにより、貸

付金の返還を猶予することができる。 

 

第六章 生活関連商品の需給の安定 

（指定生活関連商品） 

第二十六条 知事は、県民の消費生活との関連性が高い商品（以下この項において「生活関連商品」

という。）について、その供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがあると認めるとき、又

はその価格が異常に上昇し、若しくは上昇するおそれがあると認めるときは、その生活関連商品を

特に供給の確保又は価格の安定を図るべき商品（次条において「指定生活関連商品」という。）と

して指定することができる。 

２ 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、前項の規定による指定を解除するもの
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とする。 

（勧告） 

第二十七条 知事は、指定生活関連商品に係る事業者が買占め又は売惜しみによりその指定生活関連

商品を多量に保有していると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、その事業者に対

し、その指定生活関連商品の買占め又は売惜しみの中止又は停止をすべきこと及びその指定生活関

連商品の適正な価格での売渡しをすべきことを勧告することができる。 

第七章 啓発活動及び教育の推進等 

（啓発活動及び教育の推進） 

第二十八条 知事は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等

消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたって消費生活について学習する

機会があまねく求められている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じ

て消費生活に関する教育を充実させるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（試験、検査等の実施等） 

第二十九条 知事は、消費者の安全の確保及び表示の適正化等に関する施策の実効を確保するため、

商品の試験、検査等を行うとともに、必要に応じて試験、検査等の結果を公表するものとする。 

第八章 知事に対する申出 

第三十条 県民は、事業者がこの条例の規定に違反していることにより、又はこの条例に定める措置

がとられていないことにより消費者の権利が侵されている疑いがあるときは、知事に対しその旨を

申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 

２ 知事は、前項の規定による申出があったときは、その内容を調査し、その申出に理由があると認

めるときは、この条例に基づく措置その他適当な措置をとるものとする。 

第九章 山梨県消費生活審議会 

第三十一条 県民の消費生活の安定及び向上に関する基本的事項を調査審議するため、知事の附属機

関として山梨県消費生活審議会（以下この条において「審議会」という。）を設置する。 

２ 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、審議会の意見を聴かなければならない。 

一 消費者基本計画を策定し、又は変更しようとするとき。 

二 第十四条第一項の規定による基準を定め、変更し、又は廃止しようとするとき。 

三 第十六条第一項の規定による規則を定め、又は改正しようとするとき。 

四 第二十六条第一項の規定による指定をし、又は同条第二項の規定による指定の解除をしようと

するとき。 

３ 審議会は、委員二十人以内で組織する。 

４ 委員は、消費生活の安定及び向上に関し優れた識見を有する者のうちから知事が委嘱し、又は任

命する。 

５ 第二十二条第四項から第九項までの規定は、審議会について準用する。 

（平二七条例四七・一部改正） 

 

第十章 雑則 

（告示） 

第三十二条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、県公報に登載することにより告示しな

ければならない。 

一 第十四条第一項の規定による基準を定め、変更し、又は廃止したとき。 

二 第二十六条第一項の規定による指定をし、又は同条第二項の規定による指定の解除をしたとき。 

（報告及び立入調査） 

第三十三条 知事は、第二章から第四章まで及び第六章の規定の施行に必要な限度において、事業者

若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し報告させ、又はその職員をして、事業
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者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所、店舗、工場、倉庫その

他の事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類、設備その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質

問させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請

求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

（意見陳述等の機会の付与） 

第三十四条 知事は、第十一条、第十五条、第十七条又は第二十七条の規定による勧告をしようとす

るときは、その勧告に係る事業者に対し、意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物を提示する機会を

与えるものとする。 

（公表） 

第三十五条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができ

る。 

一 第十条の規定による資料の提出の求めに応じず、又は虚偽の資料を提出したとき。 

二 第十一条、第十五条、第十七条又は第二十七条の規定による勧告に従わないとき。 

三 第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

（委任） 

第三十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例による改正前の山梨県消費生活の

保護に関する条例（以下「旧条例」という。）の規定によりされた勧告、報告の請求、貸付けその

他の行為は、この条例の相当規定によりされた勧告、報告の請求、貸付けその他の行為とみなす。 

３ 施行日前に旧条例第十四条第一項の規定に違反した者については第十四条第二項の規定に違反し

た者と、旧条例第十七条の三第一項の規定に違反した者については第十六条第二項の規定に違反し

た者とみなす。 

４ 施行日前に旧条例第三十二条第一項に規定する山梨県消費生活紛争処理委員会で調査審議された

事項は、第二十二条第一項に規定する山梨県消費生活紛争処理委員会で調査審議された事項とみな

す。 

５ この条例の施行の際現に従前の山梨県消費生活紛争処理委員会の委員である者は、施行日に、第

二十二条第三項の規定により山梨県消費生活紛争処理委員会の委員として委嘱され、又は任命され

たものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、

同条第四項の規定にかかわらず、施行日における従前の山梨県消費生活紛争処理委員会の委員とし

ての任期の残任期間と同一の期間とする。 

６ 施行日前においても、旧条例第三十一条第一項に規定する山梨県消費生活保護審議会に意見の聴

取を行うことにより、第三十一条第二項の規定による意見の聴取が行われたものとみなす。 

７ この条例の施行の際現に従前の山梨県消費生活保護審議会の委員である者は、施行日に、第三十

一条第四項の規定により山梨県消費生活審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみな

す。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項

において準用する第二十二条第四項の規定にかかわらず、施行日における従前の山梨県消費生活保
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護審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

８ 施行日前に旧条例第十条第三項（旧条例第十七条の三第三項において準用する場合を含む。）又

は第二十八条第一項の規定により報告をしなければならないとされる事項で、施行日前にその報告

がされていないものについては、施行日以後は、これを、第三十三条第一項の規定により報告をし

なければならないとされた事項についてその報告がされていないものとみなす。 

（附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

９ 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和四十年山梨県条例第七号）の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成二七年条例第四七号） 

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県消費生活条例第一章中

第八条の次に一条を加える改正規定及び第三十一条の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二九年条例第一五号） 

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。 

 

  



 

48 

 

 

  

（５０音順、敬称略）

氏　　　　名

足 達 郁 也 山梨県農業協同組合中央会 専務理事

跡 部 恵 美 山梨県商工会女性部連合会 会長

天 野 享 山梨県公立小中学校長会 副幹事長

◎ 今 井 久 山梨総合研究所 理事長

小 澤 浩 二 山梨県生活協同組合連合会 会長

萱 原 春 美 公募委員

小 林 義 人 公募委員

小 宮 山 新 吾 山梨県弁護士会　甲府中央法律事務所

渋 谷 一 守 山梨県金融広報委員会 事務局長

竹 内 ま さ 子 適格消費者団体ＮＰＯ法人やまなし消費者支援ネット 理事

中 村 道 子 山梨県生活学校連絡会 相談役

西 崎 綾 山梨県中小企業団体中央会 女性部会理事

野 村 千 佳 子 山梨学院大学経営学部 教授

橋 本 貴 雄 山梨損保会 会長

藤 巻 理 恵 山梨県高等学校長協会　山梨高校校長

堀 内 洋 子 山梨県連合婦人会 理事

本 田 万 壽 男 (一社)山梨県消費者市民社会推進協議会 代表理事会長

渡 邊 隆 信 山梨県商工会議所連合会 常務理事

任期：２年間（令和７年４月２３日～令和９年４月２２日）

山梨県消費生活審議会委員名簿

所　属　団　体　等

（山梨県消費者教育推進地域協議会）

◎会長
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山梨県消費者行政推進会議設置要領 

（趣旨） 

第１条 県民の安全・安心な消費生活の確保を図るため、山梨県消費者行政推進会議（以下「推進会

議」という。）を設置し、山梨県における消費者行政を総合的に推進する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

（1） 消費者行政の推進に関すること。 

（2） 消費者教育の推進に関すること。 

（3） 消費者事故等に関する情報の収集及び共有に関すること。 

（4）  法の規定がない事案で、県内における消費者事故等が発生し、緊急に県独自で対応する必要

がある場合の対応方針の検討に関すること。 

（5） その他消費者行政の推進のために必要なこと。 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、別表１に掲げる職にある者をもって構成する。 

２ 委員長は、推進会議に関する業務を統括し、推進会議を代表する。 

 

（オブザーバー） 

第４条 推進会議には、別表２に掲げる機関からオブザーバーとして職員の出席を求めることができ

る。 

２ オブザーバーは推進会議において、委員長の求めに応じ必要な意見を述べることができる。 

 

（会議） 

第５条 推進会議は委員長が招集し、議長を務める。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員長が会議を欠席する場合は、あらかじめ委員長の指名する委員が

その職務を代理する。 

３ 委員長は、必要に応じて専門会議を招集することができる。 

４ 専門会議は消費者教育、消費者事故等、議事の内容に応じて委員長が指名した委員及びオブザー

バーで構成する。 

５ 委員長は、必要に応じて、第３条第１項に規定する者以外の者に会議への出席を求めることがで

きる。 

 

（担当者会議） 

第６条 推進会議に担当者会議を置き、推進会議の所掌事務について具体的な検討を行う。 

２ 担当者会議は、推進会議の構成員が指名した者をもって充てる。 

３  担当者会議の座長は、総合県民支援局県民生活支援課長をもって充て、具体的な検討課題に応じ

て、座長が招集する。 

４ 座長は、必要に応じ、担当者会議の構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 
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（事務局） 

第７条 推進会議の事務局は、総合県民支援局県民生活支援課に置く。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成 22 年 1 月 25 日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、平成 27 年 7 月 6 日から施行する。なお、山梨県消費者教育関係機関連絡協議会設置要

綱は、廃止する。 

附 則 

 この要領は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

 



 

51 

 

別表１ 

区  分 職         名 

委 員 長 総合県民支援局長 

委  員 総合県民支援局 県民生活支援課長 

委  員 総合県民支援局 子育て・次世代サポート課長 

委  員 総合県民支援局 まなび支援課長 

委  員 総合県民支援局 県民生活センター所長 

委  員 新価値・地域創造推進局 地域エネルギー推進課長 

委  員 防災局 消防保安課長 

委  員 福祉保健部 福祉保健総務課長 

委  員 福祉保健部 健康長寿推進課長 

委  員 福祉保健部 障害福祉課長 

委  員 福祉保健部 医務課長 

委  員 福祉保健部 衛生薬務課長 

委  員 福祉保健部 健康増進課長 

委  員 産業政策部 産業政策課長 

委  員 産業政策部 産業振興課長 

委  員 観光文化・スポーツ部 観光政策グループ 観光政策推進監 

委  員 農政部 販売・輸出支援課長 

委  員 農政部 農業技術課長 

委  員 農政部 畜産課長 

委  員 県土整備部 県土整備総務課 景観まちづくり室長 

委  員 県土整備部 建築住宅課長 

委  員 教育委員会 義務教育課長 

委  員 教育委員会 高校教育課長 

委  員 教育委員会 社会教育課長 

委  員 教育委員会 保健体育課長 

委  員 教育委員会 総合教育センター所長 

委  員 警察本部 生活安全企画課長 

委  員 警察本部 保安課長 

 

別表２ 

山梨県金融広報委員会事務局 

甲府財務事務所理財課 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の高齢者等の見守り活動を推進するためのマスコットです。 


